
大船渡市産後ケア事業 利用券の使い方 
 

【利用券交付枚数】 

 通所型・訪問型 

共通 

訪問型 

専用 
合計 

母子１組あたり 5 枚 ２枚 ７枚 

多胎児産婦の場合 ７枚 ３枚 １０枚 

※令和 8 年度の利用券は、令和 7 年度中にご利用いただいた回数を差し引いて交付します。 

 

通所型産後ケアを利用する場合 

・ 黄色の利用券（通所型・訪問型 

共通）を使用。 

 

 

訪問型産後ケアを利用する場合 

① 初回、２回目は水色の利用券 

（訪問型専用）を使用。 

② ３回目以降は黄色の利用券 

（通所型・訪問型共通）を使用。 

初回・２回目 

 

３回目以降

 

 

【使用方法】 

 ① 使用する利用券の太枠内を記入する。 

 ② 産後ケア利用時に、実施機関に提出する。 
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